
（
指
摘
事
項
）

県
税
及
び
県
税
に
付
随
す
る
税
外
収
入
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に

一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
の
収
納
整
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
縮
減
に
向
け
一
層

努
力
し
て
お
り
ま
す
が
、
平
成
18年

10月
末
現
在
の
未
収
金
合
計
額

は
、
4
,0
6
4
万
円
余
り
で
前
年
同
期
と
比
べ
、
8
.3
％
、
3
1
2
万
円
の

増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
、
適
切
な
滞
納
者
管
理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
滞
納
整
理
を
強
化
し
、
悪
質
な
滞
納
事
案
に
つ
い
て
は

厳
正
な
処
分
で
臨
む
こ
と
に
よ
り
未
収
金
の
縮
減
に
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

ま
た
、
未
収
金
の
8
3
.5
％
を
占
め
る
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
、

市
町
と
の
共
同
催
告
等
に
積
極
的
に
取
り
組
む
な
ど
連
携
を
密
に
し

て
、
そ
の
縮
減
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

治
山
事
業
関
係
に
係
る
業
務
委
託
契
約
書
に
お
い
て
、
仕
様
書
が

作
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
業
務
委
託
の
内
容
や
範
囲
等
が
確
認
で

き
な
い
の
で
、
今
後
、
改
善
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

業
務
委
託
内
容
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
特
記
仕
様
書
を
作
成
し
、

適
正
な
契
約
書
と
な
る
よ
う
改
善
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
税
及
び
県
税
に
付
随
す
る
税
外
収
入
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に

一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
の
収
納
整
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、
常
に
縮
減
に
努
力
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
平
成
18年

10月
末
現
在
の
未
収
金
の
合
計
は

１
億
1
,4
2
4
万
円
余
り
と
前
年
同
期
と
比
べ
4
.2
％
、
4
5
8
万
円
余
り

の
増
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
も
、
適
切
な
滞
納
者
管
理
の
も
と
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
滞
納

整
理
の
強
化
を
図
り
、
悪
質
な
滞
納
事
案
に
つ
い
て
は
厳
正
な
処
分

目
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１

ペ
ー
ジ

監
査
委
員
公
告

◯
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
（
一
〜
三
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

監
査
委
員
公
告

監
査
公
告
第
１
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
条
第
４
項
の
規
定
に
よ

る
監
査
を
執
行
し
、
そ
の
結
果
を
秋
田
県
知
事
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
次
の

と
お
り
当
該
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
1
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

平
成
1
9
年
２
月
６
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
冨
　
樫
　
博
　
之

秋
田
県
監
査
委
員
　
杉
　
江
　
宗
　
■

秋
田
県
監
査
委
員
　
大
　
和
　
顯
　
治

秋
田
県
監
査
委
員
　
菊
　
地
　
康
　
男

財
─
─
─
─
─
─
6
7
8

平
成
18年

12月
28日

秋
田
県
監
査
委
員
　
冨
　
樫
　
博
　
之

秋
田
県
監
査
委
員
　
杉
　
江
　
宗
　
■
様

秋
田
県
監
査
委
員
　
大
　
和
　
顯
　
治

秋
田
県
監
査
委
員
　
菊
　
地
　
康
　
男秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

監
査
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）

平
成
1
8
年
1
1
月
1
0
日
付
け
監
委
－
5
8
3
で
通
知
の
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
地
方
自
治
法
第
1
9
9
条
第
1
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
紙
の
と
お
り
提

出
し
ま
す
。

別
紙

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

鹿
角
地
域
振
興
局

（
総
務
企
画
部
）

平
成
18年
８
月
８
日

で
臨
む
こ
と
に
よ
り
、
未
収
金
の
縮
減
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
未
収
金
の
5
7
％
を
占
め
る
個
人
県
民
税
に
つ
き
ま
し
て

は
、
市
村
と
の
共
同
催
告
等
に
積
極
的
に
取
り
組
む
な
ど
連
携
を
密

に
し
て
、
そ
の
縮
減
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努

め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
17年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
未
収
金
の
う
ち
、
福
祉
施
設
入

所
に
伴
う
保
護
者
負
担
金
等
一
般
会
計
分
4
,7
8
2
,1
8
9
円
に
つ
い
て

は
、
平
成
1
8
年
1
0
月
末
現
在
、
一
部
納
付
を
含
め
、
2
7
9
,5
6
4
円
を

回
収
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
分
7
,8
6
4
,0
7
3
円
に
つ
い

て
は
、
一
部
納
付
を
含
め
、
1
,0
6
1
,0
1
3
円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
未
収
金
残
額
の
早
期
回
収
及
び
未
然
防
止
に
一
層
努
力

し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

未
熟
児
等
養
育
措
置
費
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
1
7
年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
未
収
金
6
6
,8
9
0
円
に
つ
い
て

は
、
平
成
1
8
年
1
0
月
3
1
日
ま
で
に
一
部
納
付
を
含
め
、
3
2
,4
0
0
円

を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
未
収
金
残
額
の
早
期
回
収
及
び
未
納
防
止
に
一
層
努

力
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
を
し
た
自
動
販
売
機
に
つ
い
て
、

使
用
料
を
徴
収
し
て
い
な
い
の
で
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

行
政
財
産
目
的
外
使
用
料
5
,6
5
5
円
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
8
年
1
0

月
3
1
日
ま
で
に
全
額
収
納
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
適
切
な
事
務
処
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

平
成
18年
８
月
８
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

鹿
角
地
域
振
興
局

（
農
林
部
）

平
成
18年
８
月
31日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

北
秋
田
地
域
振
興
局

（
総
務
企
画
部
）

平
成
18年
８
月
２
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

北
秋
田
地
域
振
興
局

（
大
館
福
祉
環
境
部
）

平
成
18年
８
月
31日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

北
秋
田
地
域
振
興
局

（
鷹
巣
阿
仁
福
祉
環
境
部
）

平
成
18 年
８
月
31日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

北
秋
田
地
域
振
興
局

（
農
林
部
）
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治
山
事
業
関
係
に
係
る
業
務
委
託
契
約
書
に
お
い
て
、
仕
様
書
が

作
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
業
務
委
託
の
内
容
や
範
囲
等
が
確
認
で

き
な
い
の
で
、
今
後
、
改
善
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

業
務
委
託
内
容
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
特
記
仕
様
書
を
作
成
し
、

適
正
な
契
約
書
と
な
る
よ
う
改
善
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
営
住
宅
使
用
料
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ

と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
に
つ
い
て
は
、
県
営
住
宅
滞
納
対
策
事
務
処
理
要
綱
に
基

づ
き
、
電
話
、
文
書
、
訪
問
等
に
よ
り
督
促
を
行
い
、
滞
納
者
本
人

は
も
と
よ
り
、
滞
納
期
間
が
長
期
に
わ
た
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
連

帯
保
証
人
に
催
告
す
る
な
ど
早
期
に
滞
納
を
解
消
す
る
よ
う
、
よ
り

一
層
の
努
力
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
税
及
び
県
税
に
付
随
す
る
税
外
収
入
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に

一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
の
収
納
整
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
縮
小
に
向
け
努
力

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
平
成
18年

10月
末
の
未
収
金
合

計
額
は
1
億
1
,6
9
6
万
円
余
り
で
前
年
同
期
と
比
べ
、
2
2
.2
％
、
2
,1
2
4

万
円
増
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
平
成
1
7
年
度
か
ら
の
繰
越
額
が
前
年
よ
り
も
2
,3
0
2
万

円
増
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
収
入
率
を
比
較
す
る
と
前
年

同
期
と
比
べ
、
1
.1
％
増
の
9
.8
％
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
適
切
な
滞
納
整
理
の
進
行
管
理
の
も
と
、
滞
納
事
業
ご

と
の
状
況
に
即
し
た
処
分
執
行
に
よ
り
、
未
収
金
の
縮
小
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、未
収
金
の
多
く
を
占
め
る
個
人
県
民
税
に
つ
き
ま
し
て
は
、

市
町
と
の
情
報
交
換
、
共
同
催
告
等
に
積
極
的
に
取
り
組
む
な
ど
連

携
を
密
に
し
て
、
そ
の
縮
減
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

生
活
保
護
費
返
還
金
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ

と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
1
7
年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
未
収
金
　
6
,0
3
3
,1
9
5
円
に
つ

い
て
は
、
平
成
1
8
年
1
0
月
末
日
ま
で
に
一
部
納
付
を
含
め
、
1
7
件
、

5
2
9
,0
3
9
円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
未
収
金
残
額
の
早
期
回
収
及
び
未
納
防
止
に
一
層
努

力
い
た
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

平
成
17年
度
未
収
分
の
債
権
管
理
簿
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
平

成
1
6
年
度
以
前
分
の
債
権
管
理
簿
の
整
理
等
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

債
権
管
理
簿
は
直
ち
に
作
成
し
、
整
理
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

治
山
事
業
関
係
に
係
る
業
務
委
託
契
約
書
に
お
い
て
、
仕
様
書
が

作
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
業
務
委
託
の
内
容
や
範
囲
等
が
確
認
で

き
な
い
の
で
、
今
後
、
改
善
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

業
務
委
託
内
容
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
特
記
仕
様
書
を
作
成
し
、

適
正
な
契
約
書
と
な
る
よ
う
改
善
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
営
住
宅
使
用
料
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
と
と
も

に
、
工
事
前
払
金
返
還
金
遅
延
利
息
に
係
る
未
収
金
に
つ
い
て
は
、

適
正
な
債
権
管
理
を
行
う
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

県
営
住
宅
使
用
料
の
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
県
営
住
宅
滞
納
対
策

事
務
処
理
要
綱
に
基
づ
き
滞
納
者
に
対
し
て
、
電
話
を
は
じ
め
、
文

書
、
訪
問
等
に
よ
る
督
促
を
行
う
他
、
連
帯
保
証
人
に
も
文
書
に
よ

り
滞
納
状
況
を
通
知
す
る
な
ど
早
期
に
滞
納
家
賃
を
解
消
す
る
よ

う
、
よ
り
一
層
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

工
事
前
払
金
返
還
金
遅
延
利
息
に
係
る
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
徴
収
が
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
12
年

1
1
月
７
日
付
け
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
1
7
1
条
の
５
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
徴
収
停
止
の
措
置
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
の

状
況
を
注
視
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
状
況
に
変
化
が
な
い
た
め
現

在
も
徴
収
停
止
中
で
あ
り
、
今
後
と
も
適
正
な
債
権
管
理
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
税
及
び
県
税
に
付
随
す
る
税
外
収
入
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に

一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
縮
小
に
向
け
常
に
努
力
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
平
成
18年

10月
末
現
在
の
未
収
金
合
計
額
は

８
億
7
,5
3
0
万
円
余
り
で
前
年
同
期
と
比
べ
6
.1
％
、
5
,7
3
5
万
円
余

り
の
減
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
滞
納
者
管
理
を
徹
底
し
、
よ
り
効
率
的
な
滞
納
整
理

の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
未
収
金
の
40％
を
占
め
る
個
人
県
民
税

に
つ
い
て
は
、
市
町
村
と
の
連
携
を
密
に
し
、
そ
の
縮
減
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

自
動
車
税
の
減
免
に
関
し
て
、
所
定
の
申
請
書
を
使
わ
ず
に
減
免

し
た
も
の
が
あ
る
の
で
、
今
後
は
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

今
後
は
、
所
定
の
申
請
書
に
よ
り
適
切
に
処
理
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

生
活
保
護
費
返
還
金
等
の
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
1
7
年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
未
収
金
計
1
9
,9
7
7
,3
3
3
円
に
つ

き
ま
し
て
は
、
平
成
18年

10月
31日
ま
で
に
一
部
納
付
を
含
め
、
44

件
、
9
8
6
,7
8
2
円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
未
収
金
残
額
の
早
期
回
収
及
び
未
然
防
止
に
一
層
努

力
い
た
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

工
事
請
負
契
約
解
除
に
伴
う
前
払
金
返
還
金
遅
延
利
息
に
係
る
未

収
金
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
債
権
管
理
を
行
う
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
18年
９
月
１
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

北
秋
田
地
域
振
興
局

（
建
設
部
）

平
成
18年
８
月
１
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

山
本
地
域
振
興
局

（
総
務
企
画
部
）

平
成
18年
８
月
１
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

山
本
地
域
振
興
局

（
福
祉
環
境
部
）

平
成
18年
８
月
１
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

山
本
地
域
振
興
局

（
農
林
部
）

平
成
18 年
８
月
７
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

山
本
地
域
振
興
局

（
建
設
部
）

平
成
18年
９
月
５
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

秋
田
地
域
振
興
局

（
県
税
部
）

平
成
18年
９
月
７
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

秋
田
地
域
振
興
局

（
福
祉
環
境
部
）

平
成
18 年
９
月
５
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

秋
田
地
域
振
興
局

（
農
林
部
）
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工
事
前
払
金
返
還
金
遅
延
利
息
に
係
る
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
徴
収
が
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
12年

1
1
月
７
日
付
け
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
1
7
1
条
の
５
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
徴
収
停
止
の
措
置
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
後
の
状
況
に
変
化
が
な
い
た
め
現
在
も
徴
収
停
止
中
で
あ

り
、
今
後
と
も
適
正
な
債
権
管
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

治
山
事
業
関
係
に
係
る
業
務
委
託
契
約
書
に
お
い
て
、
仕
様
書
が

作
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
業
務
委
託
の
内
容
や
範
囲
等
が
確
認
で

き
な
い
の
で
、
今
後
、
改
善
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

業
務
委
託
内
容
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
特
記
仕
様
書
を
作
成
し
、

適
正
な
契
約
書
と
な
る
よ
う
改
善
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

河
川
土
石
採
取
料
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

河
川
土
石
採
取
料
に
係
る
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
18年
６
月

30日
付
け
で
、
分
割
納
入
誓
約
書
を
作
成
し
、
毎
月
分
割
納
付
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後
も
回
収
に
一
層
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

工
事
契
約
に
お
い
て
、
本
来
別
途
契
約
す
べ
き
工
事
内
容
を
変
更

契
約
で
行
っ
て
い
る
の
で
、
今
後
は
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

今
後
、
工
事
の
契
約
締
結
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
契
約
か
、
変
更

契
約
に
よ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
を
十
分
精
査
し
、
適
正
な
事
務

処
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

工
事
契
約
に
お
い
て
、
下
請
負
届
の
提
出
が
遅
延
し
て
い
る
も
の

が
あ
る
の
で
、
今
後
は
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

工
事
契
約
に
お
け
る
下
請
負
届
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
各
請
負
者
に
対
し
て
速
や
か
な
提
出
を
促
す
と
と
も
に
、
建

設
業
団
体
に
対
し
て
も
改
め
て
提
出
義
務
の
周
知
徹
底
を
求
め
る
な

ど
、
今
後
は
、
下
請
負
届
の
提
出
が
遅
延
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

適
切
な
処
理
に
努
め
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
税
及
び
県
税
に
付
随
す
る
税
外
収
入
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に

一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
の
収
納
整
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
縮
減
に
努
力
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
平
成
18年

10 月
末
現
在
の
未
収
金
合
計
額

は
、
１
億
2
,7
8
3
万
円
余
り
で
、
前
年
同
期
の
1
1
7
.1
％
と
な
っ
て
お

り
、
1
,8
6
5
万
円
余
り
の
増
加
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
適
切
な
滞
納
者
管
理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
滞
納
整
理
を
強
化
し
、
悪
質
な
滞
納
事
案
に
つ
い
て
は

厳
正
な
処
分
で
臨
む
こ
と
で
未
収
金
の
縮
減
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。特
に
、
未
収
金
の
約
53％
を
占
め
る
個
人
県
民
税
に
つ
き
ま
し
て

は
、
従
来
か
ら
実
施
し
て
お
り
ま
す
市
と
の
共
同
催
告
・
合
同
夜
間

臨
戸
徴
収
を
継
続
実
施
す
る
と
と
も
に
、
今
年
度
か
ら
新
た
に
地
方

税
法
第
48条
の
規
定
に
よ
る
「
個
人
県
民
税
直
接
徴
収
」
及
び
「
県

職
員
短
期
派
遣
事
業
」
等
に
積
極
的
に
取
り
組
む
な
ど
連
携
を
密
に

し
て
、
そ
の
縮
減
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努

め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
等
の
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
福
祉
事

務
所
の
統
合
に
伴
い
、
中
央
福
祉
事
務
所
に
業
務
を
移
管
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
今
後
は
同
事
務
所
へ
の
情
報
提
供
等
の
協
力
に
よ
り
回

収
促
進
に
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

治
山
事
業
関
係
に
係
る
業
務
委
託
契
約
書
に
お
い
て
、
仕
様
書
が

作
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
業
務
委
託
の
内
容
や
範
囲
等
が
確
認
で

き
な
い
の
で
、
今
後
、
改
善
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

業
務
委
託
内
容
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
特
記
仕
様
書
を
作
成
し
、

適
正
な
契
約
書
と
な
る
よ
う
改
善
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

港
湾
施
設
内
の
自
動
販
売
機
の
設
置
に
つ
い
て
、
港
湾
施
設
管
理

条
例
に
基
づ
く
許
可
を
行
い
、
使
用
料
を
徴
収
し
て
い
な
い
が
、
行

政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
に
改
め
、
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

港
湾
施
設
内
で
の
自
動
販
売
機
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
に
改
め
、
使
用
料
の
徴
収
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

港
湾
整
備
業
務
委
託
契
約
書
に
お
い
て
、
仕
様
書
が
作
成
さ
れ
て

お
ら
ず
、
当
該
業
務
委
託
の
内
容
や
範
囲
等
が
確
認
で
き
な
い
の
で
、

今
後
、
改
善
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

今
後
は
、
仕
様
書
等
の
作
成
に
よ
り
、
当
該
業
務
委
託
の
内
容
や

範
囲
等
が
確
認
で
き
る
よ
う
改
善
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
税
及
び
県
税
に
付
随
す
る
税
外
収
入
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に

一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
の
収
納
整
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、
常
に
縮
減
に
努
力
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
平
成
1
8
年
1
0
月
末
現
在
の
未
収
金
合
計
は
、

1
億
9
,7
2
3
万
円
余
り
と
前
年
同
期
と
比
べ
9
.7
％
1
,7
4
4
万
円
余
り

の
増
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
適
切
な
滞
納
整
理
者
管
理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
滞
納
整
理
を
強
化
し
悪
質
な
滞
納
事
案
に
つ
い
て
は

厳
正
な
処
分
で
臨
む
こ
と
に
よ
り
、
未
収
金
の
縮
減
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。

ま
た
、
未
収
金
の
3
7
.1
％
を
占
め
る
個
人
県
民
税
に
つ
き
ま
し
て

は
、
市
町
と
の
共
同
滞
納
整
理
に
積
極
的
に
取
り
組
む
な
ど
連
携
を

密
に
し
て
、
そ
の
縮
減
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

工
事
請
負
契
約
解
除
に
伴
う
前
払
金
返
還
金
遅
延
利
息
に
係
る
未

収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

平
成
18年
９
月
６
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

秋
田
地
域
振
興
局

（
建
設
部
）

平
成
18年
８
月
31日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

由
利
地
域
振
興
局

（
総
務
企
画
部
）

平
成
18年
８
月
31日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

由
利
地
域
振
興
局

（
福
祉
環
境
部
）

平
成
18年
９
月
１
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

由
利
地
域
振
興
局

（
農
林
部
）

平
成
18年
９
月
１
日

監
　
査

監
　
査

由
利
地
域
振
興
局

（
建
設
部
）

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

由
利
地
域
振
興
局

（
建
設
部
）

平
成
18年
９
月
５
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

仙
北
地
域
振
興
局

（
総
務
企
画
部
）

平
成
18年
９
月
５
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

仙
北
地
域
振
興
局

（
農
林
部
）
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（
措
置
事
項
）

工
事
請
負
契
約
解
除
に
伴
う
前
払
金
返
還
利
息
に
係
る
未
収
金
に

つ
い
て
は
、
引
き
続
き
収
納
整
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
現
在
、

債
務
者
の
所
在
が
つ
か
め
ず
債
権
回
収
に
は
き
わ
め
て
困
難
な
状
況

で
あ
り
、
徴
収
停
止
等
の
手
続
き
も
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

治
山
事
業
関
係
に
係
る
業
務
委
託
契
約
書
に
お
い
て
、
仕
様
書
が

作
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
業
務
委
託
の
内
容
や
範
囲
等
が
確
認
で

き
な
い
の
で
、
今
後
、
改
善
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

業
務
委
託
内
容
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
特
記
仕
様
書
を
作
成
し
、

適
正
な
契
約
書
と
な
る
よ
う
改
善
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

換
地
清
算
金
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

換
地
清
算
金
に
係
る
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
４
件
2
,1
7
9
,3
0
9
円

で
あ
り
ま
し
た
が
、
う
ち
１
件
1
,5
8
4
,8
6
9
円
は
平
成
1
8
年
４
月
に

納
入
済
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
１
件
に
つ
い
て
は
分
納
に
よ

り
5
,0
0
0
円
納
入
さ
れ
て
お
り
、
平
成
1
8
年
1
1
月
2
2
日
現
在
で
、
３

件
5
8
9
,4
4
0
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
も
戸
別
訪
問
等
に
よ
る
督
促
を
行
い
、
早
期
の
回
収
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
工
事
前
払
金
返
還
金
遅
延
利
息
に
係
る
未
収
金
１
件
124,002

円
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
第
1
7
1
条
の
５
第
１
項
第
１
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
平
成
1
8
年
９
月
2
1
日
よ
り
徴
収
停
止
と
な
っ
て
お

り
、
今
後
と
も
適
切
な
債
権
管
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
税
及
び
県
税
に
付
随
す
る
税
外
収
入
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に

一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
1
8
年
５
月
末
現
在
の
未
収
金
9
8
,7
0
4
千
円
を
平
成
1
8
年
1
0

月
末
現
在
で
1
9
,5
3
6
千
円
余
り
を
回
収
し
7
9
,1
6
8
千
円
ま
で
縮
減

し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

今
後
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
滞
納
整
理
の
強
化
を
図
り
悪
質
な
滞
納

事
案
に
つ
い
て
は
厳
正
な
処
分
で
臨
む
こ
と
に
よ
り
、
未
収
金
の
縮

減
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
未
収
金
の
6
7
.5
％
を
占
め
る
個
人
県
民
税
に
つ
き
ま
し
て

は
、
横
手
市
と
滞
納
事
案
に
つ
い
て
積
極
的
に
情
報
交
換
す
る
な
ど

連
携
を
密
に
し
て
、
そ
の
縮
減
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努

め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
17年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
未
収
金
計
4
8
,3
2
5
,8
3
8
円
に
つ

い
て
は
、
平
成
18年

10 月
31日
ま
で
に
一
部
納
付
を
含
め
2
,4
9
3
,5
3
6

円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
未
収
金
残
額
の
早
期
回
収
及
び
未
納
防
止
に
一
層
努

力
い
た
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
を
し
た
電
柱
等
の
設
置
に
つ
い

て
、
そ
の
支
柱
及
び
支
線
分
の
使
用
料
を
徴
収
し
て
い
な
い
の
で
、

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
不
足
に
つ

い
て
、
電
柱
等
の
設
置
者
と
現
在
協
議
中
で
あ
り
ま
す
。

今
後
の
使
用
許
可
に
際
し
ま
し
て
は
、
適
切
な
事
務
処
理
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

治
山
事
業
関
係
に
係
る
業
務
委
託
契
約
書
に
お
い
て
、
仕
様
書
が

作
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
業
務
委
託
の
内
容
や
範
囲
等
が
確
認
で

き
な
い
の
で
、
今
後
、
改
善
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

業
務
委
託
内
容
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
特
記
仕
様
書
を
作
成
し
、

適
正
な
契
約
書
と
な
る
よ
う
、
改
善
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
営
住
宅
使
用
料
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
に
つ
い
て
は
、
県
営
住
宅
滞
納
対
策
事
務
処
理
要
綱
に
基

づ
き
、
滞
納
者
に
電
話
、
文
書
、
訪
問
等
に
よ
り
督
促
し
て
お
り
ま

す
。ま
た
、
滞
納
期
間
が
長
期
に
わ
た
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
連
帯
保

証
人
に
督
促
す
る
な
ど
、
早
期
に
滞
納
を
解
消
す
る
よ
う
、
今
後
と

も
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
税
及
び
県
税
に
付
随
す
る
税
外
収
入
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に

一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
の
収
納
整
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
縮
小
に
向
け
努
力

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
平
成
18年

10月
末
現
在
の
未
収

金
は
全
体
で
、
5
,9
5
4
万
円
余
り
で
前
年
同
期
と
比
べ
5
.3
％
、
2
9
9

万
円
余
り
の
増
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
17年
度
か
ら
の
繰

越
額
が
前
年
よ
り
も
5
7
3
万
円
増
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
が
、

収
入
率
を
比
較
す
る
と
前
年
同
期
と
比
べ
3
.3
％
増
の
1
8
.5
％
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
適
切
な
滞
納
者
管
理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
整
理
を
強
化
し
、
悪
質
な
滞
納
事
案
に
つ
い
て
は
厳
正

な
処
分
で
臨
む
こ
と
で
未
収
金
の
縮
小
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、未
収
金
の
多
く
を
占
め
る
個
人
県
民
税
に
つ
き
ま
し
て
は
、

市
町
村
と
の
共
同
催
告
等
に
積
極
的
に
取
り
組
む
な
ど
連
携
を
密
に

し
て
そ
の
縮
小
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

な
お
、
平
成
18年
度
も
昨
年
に
引
き
続
き
平
日
に
忙
し
い
納
税
者

の
た
め
「
休
日
納
税
相
談
日
」
を
設
置
し
て
い
る
ほ
か
、
夜
間
に
お

け
る
効
率
的
な
滞
納
整
理
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
加
入
者
納
付
金
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に

一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
1
7
年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
未
収
金
2
5
8
,0
0
0
円
に
つ
い
て

は
、
平
成
1
8
年
1
0
月
3
1
日
ま
で
に
、
一
部
納
付
を
含
め
1
2
,0
0
0
円

を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
未
収
金
の
早
期
回
収
及
び
未
納
防
止
に
一
層
努
力
い

た
し
ま
す
。

平
成
18年
９
月
５
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

仙
北
地
域
振
興
局

（
仙
北
平
野
農
村
整
備
事
務
所
）

平
成
18年
８
月
22日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

平
鹿
地
域
振
興
局

（
総
務
企
画
部
）

平
成
18年
８
月
22日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

平
鹿
地
域
振
興
局

（
福
祉
環
境
部
）

平
成
18 年
８
月
22 日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

平
鹿
地
域
振
興
局

（
農
林
部
）

平
成
18年
８
月
23日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

平
鹿
地
域
振
興
局

（
建
設
部
）

平
成
18年
８
月
２
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

雄
勝
地
域
振
興
局

（
総
務
企
画
部
）

平
成
18年
８
月
２
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

雄
勝
地
域
振
興
局

（
福
祉
環
境
部
）
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（
指
摘
事
項
）

治
山
事
業
関
係
に
係
る
業
務
委
託
契
約
書
に
お
い
て
、
仕
様
書
が

作
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
業
務
委
託
の
内
容
や
範
囲
等
が
確
認
で

き
な
い
の
で
、
今
後
、
改
善
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

業
務
委
託
内
容
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
特
記
仕
様
書
を
作
成
し
、

適
正
な
契
約
書
と
な
る
よ
う
、
改
善
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

恩
給
の
返
納
金
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

返
納
金
に
つ
い
て
は
、
分
割
に
よ
り
定
期
的
に
一
部
納
入
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
納
入
が
滞
ら
な
い
よ
う
に
引
き
続
き
面
談
、
電
話
及
び

書
面
に
よ
る
督
促
等
を
行
い
、
早
期
回
収
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
税
及
び
県
税
に
付
随
す
る
税
外
収
入
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に

一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
の
収
納
整
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
縮
小
に
向
け
努
力

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
平
成
18年

10月
末
現
在
の
未
収

金
は
全
体
で
1
6
億
1
,3
1
6
万
円
余
り
で
前
年
同
期
と
比
べ
、
0
.8
％
、

1
,3
5
3
万
円
増
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
平
成
1
7
年
度
か
ら
の
繰
越
額
が
前
年
よ
り
も
8
,2
8
6
万

円
増
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
今
年
度
の
県
税
収
入
全
体
と

し
て
は
、
収
入
率
向
上
に
努
め
た
結
果
、
未
収
金
の
収
入
率
は
、
平

成
17年

10月
末
が
17.4％

で
あ
っ
た
が
、
本
年
度
は
、
20.7％

と
2.3％

改
善
し
て
お
り
ま
す
。

未
収
金
の
多
く
を
占
め
る
個
人
県
民
税
に
つ
き
ま
し
て
は
、
市
町

村
と
地
域
振
興
局
と
の
共
同
催
告
等
に
積
極
的
に
取
り
組
む
な
ど
連

携
を
密
に
し
て
そ
の
縮
減
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

平
成
1
8
年
度
も
昨
年
に
引
き
続
き
「
休
日
納
税
相
談
日
」
及
び

「
夜
間
納
税
相
談
日
」
を
全
県
で
随
時
に
設
置
し
て
い
る
ほ
か
、
夜

間
等
の
徴
収
業
務
に
当
た
っ
て
は
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
特
例
制

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

雄
勝
地
域
振
興
局

（
農
林
部
）

平
成
18年
８
月
２
日

度
を
活
用
し
効
率
的
な
滞
納
整
理
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
適
切
な
滞
納
者
管
理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
整
理
を
強
化
し
、
悪
質
な
滞
納
事
案
に
つ
い
て
は
厳
正
な

処
分
で
臨
む
こ
と
で
未
収
金
の
縮
小
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

委
託
契
約
に
お
い
て
、
競
争
入
札
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
随
意
契

約
で
執
行
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
今
後
は
適
切
に
処
理
す
る

こ
と
。

（
措
置
事
項
）

委
託
契
約
に
つ
い
て
は
、
競
争
入
札
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
解
釈

の
誤
り
に
よ
り
随
意
契
約
で
執
行
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今
後

は
財
務
規
則
を
遵
守
し
、適
切
な
事
務
処
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
立
大
学
の
授
業
料
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ

と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
3
,1
3
6
,0
4
0
円
に
つ
い
て
は
、
未
納
者
本
人
及
び
保
証
人

に
対
す
る
納
入
指
導
に
努
め
て
お
り
、
平
成
1
8
年
1
1
月
末
日
ま
で

に
5
2
0
,8
0
0
円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
引
き
続
き
回
収
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

使
用
料
等
の
資
金
前
渡
金
の
精
算
行
為
が
遅
延
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
の
で
、
今
後
は
直
ち
に
処
理
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

県
立
大
学
は
平
成
18年
度
よ
り
公
立
大
学
法
人
に
移
行
し
て
お
り

ま
す
が
、
資
金
前
渡
金
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
精
算
処
理
を
行
う
こ

と
と
し
て
お
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

授
業
料
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

県
立
大
学
は
平
成
1
8
年
度
よ
り
公
立
大
学
法
人
に
移
行
し
て
お

り
、
平
成
17年
度
ま
で
の
未
収
金
に
つ
い
て
は
県
（
科
学
技
術
課
）

で
回
収
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
18年
度
に
繰
越
さ
れ
た

未
収
金
2
,6
3
0
,0
4
0
円
に
つ
い
て
は
、
未
納
者
本
人
及
び
保
証
人
に

対
す
る
納
入
指
導
に
努
め
て
お
り
、
平
成
1
8
年
1
1
月
末
日
ま
で
に

5
2
0
,8
0
0
円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
引
き
続
き
回
収
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

短
期
大
学
部
学
生
寮
入
居
費
用
収
入
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一

層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

県
立
大
学
は
平
成
1
8
年
度
よ
り
公
立
大
学
法
人
に
移
行
し
て
お

り
、
平
成
17年
度
ま
で
の
未
収
金
に
つ
い
て
は
県
（
科
学
技
術
課
）

で
回
収
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
18年
度
に
繰
越
さ
れ
た

未
収
金
5
0
6
,0
0
0
円
に
つ
い
て
は
、
平
成
18 年

1
1
月
末
日
ま
で
に
同

額
が
未
納
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
現
在
、
分
割
納
付
す
る
こ
と
を

未
納
者
本
人
及
び
保
証
人
と
協
議
中
で
あ
り
、
引
き
続
き
回
収
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

灯
油
に
つ
い
て
、
年
間
単
価
契
約
を
締
結
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
契
約
業
者
以
外
の
者
か
ら
高
い
価
格
で
購
入
し
て
い
る
も
の

が
あ
る
の
で
、
今
後
は
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

今
後
は
、
職
員
間
の
連
絡
を
密
に
行
う
と
と
も
に
、
組
織
的
な
チ

ェ
ッ
ク
体
制
を
確
立
す
る
な
ど
、
適
切
な
事
務
執
行
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

保
守
点
検
業
務
委
託
に
お
い
て
、
消
耗
品
の
購
入
を
含
め
て
契
約

し
て
い
る
が
、
他
の
県
関
係
機
関
と
比
較
し
て
高
い
価
格
で
購
入
し

て
い
る
の
で
、
今
後
は
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

県
立
大
学
は
平
成
1
8
年
度
よ
り
公
立
大
学
法
人
に
移
行
し
て
お

り
ま
す
が
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
消
耗
品
の
購
入
を
保
守
点
検
業
務

委
託
と
は
別
途
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
価
格
に
つ
い
て
も
他
施
設
を

平
成
18年

10月
20日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

人
事
課

平
成
18年

10月
20日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

税
務
課

平
成
18年

10月
20日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
局
　
大
会
総
務
課

平
成
18年

10月
４
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

科
学
技
術
課

平
成
18年

７
月
３
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

県
立
大
学
事
務
局

平
成
18年

６
月
７
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

県
立
大
学
本
荘
事
務
室

平
成
18 年
６
月
27 日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

県
立
大
学
大
潟
事
務
室

平
成
18年
５
月
10日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

県
立
大
学
木
材
高
度
加

工
研
究
所
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参
考
と
す
る
な
ど
し
た
結
果
、
17年
度
よ
り
安
価
で
購
入
し
て
お
り

ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

設
備
使
用
料
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

設
備
を
利
用
し
た
企
業
が
自
己
破
産
し
た
こ
と
に
よ
り
、
未
収
金

が
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

現
在
破
産
手
続
き
中
で
あ
り
、
結
果
を
待
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま

す
。

（
指
摘
事
項
）

交
付
金
で
、
交
付
決
定
の
通
知
後
に
支
出
負
担
行
為
伺
の
処
理
を

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
今
後
は
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

県
の
財
務
規
則
に
基
づ
き
今
後
は
適
切
に
処
理
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

生
産
物
売
払
収
入
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

債
務
者
の
藤
里
町
内
水
面
漁
業
生
産
組
合
は
依
然
休
業
状
態
で
あ

り
、
収
納
は
極
め
て
困
難
な
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
引
き
続
き
、
町

及
び
関
係
者
か
ら
の
情
報
収
集
な
ど
に
努
め
る
と
と
も
に
、
今
後
と

も
収
納
整
理
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

設
備
使
用
料
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

設
備
を
利
用
し
た
企
業
が
自
己
破
産
し
た
こ
と
に
よ
り
、
未
収
金

が
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

現
在
破
産
手
続
き
中
で
あ
り
、
結
果
を
待
っ
て
適
切
に
処
理
し
ま

す
。

（
指
摘
事
項
）

生
活
保
護
費
返
還
金
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ

と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
17年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
未
収
金
3
9
,8
5
6
,9
9
3
円
に
つ
い

て
は
、
平
成
1
8
年
1
1
月
3
0
日
ま
で
に
一
部
納
付
を
含
め
1
,2
6
2
,5
0
7

円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
未
収
金
の
早
期
回
収
及
び
未
納
防
止
に
一
層
努
力
い
た

し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

介
護
支
援
資
金
貸
付
金
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
1
8
年
1
0
月
1
3
日
ま
で
に
、
全
額
収
納
い
た
し
ま
し
た
。

（
指
摘
事
項
）

児
童
保
護
費
負
担
金
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ

と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
17年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
未
収
金
計
4
3
,1
1
7
,2
3
5
円
に
つ

い
て
は
、
平
成
18年

11月
30日
ま
で
に
一
部
納
付
を
含
め
1
,7
9
4
,5
8
0

円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
未
収
金
の
早
期
回
収
及
び
未
納
防
止
に
一
層
努
力
い

た
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努

め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
17年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
の
未

収
金
計
9
3
,7
4
3
,2
1
1
円
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
8
年
1
1
月
3
0
日
ま
で

に
一
部
納
付
を
含
め
5
,7
7
3
,8
0
1
円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
未
収
金
の
早
期
回
収
及
び
未
納
防
止
に
一
層
努
力
い

た
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

特
定
疾
患
医
療
費
不
正
請
求
の
返
還
金
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収

に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
1
7
年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
未
収
金
　
9
8
7
,0
4
2
円
に
つ

い
て
は
、
平
成
1
8
年
1
1
月
3
0
日
ま
で
に
一
部
納
付
を
含
め
7
7
,2
0
0

円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
未
収
金
の
回
収
及
び
未
納
防
止
に
一
層
努
力
い
た
し
ま

す
。

（
指
摘
事
項
）

公
的
医
療
機
関
等
設
備
整
備
基
金
貸
付
金
等
に
係
る
未
収
金
の
回

収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
17年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
一
般
会
計
及
び
基
金
の
未
収
金

計
8
5
,0
7
6
,2
0
7
円
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
8
年
1
1
月
3
0
日
ま
で
に
一

部
納
付
を
含
め
1
,0
9
5
,4
5
6
円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
未
収
金
の
早
期
回
収
及
び
未
納
防
止
に
一
層
努
力
い

た
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
、
な
お
一
層

努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
1
8
年
６
月
2
7
日
ま
で
に
、
全
額
収
納
い
た
し
ま
し
た
。

（
指
摘
事
項
）

児
童
保
護
費
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
1
7
年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
未
収
金
合
計
4
2
,1
5
9
,4
2
0
円

平
成
18 年

10月
４
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

試
験
研
究
推
進
課

平
成
18年

10月
４
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

調
査
統
計
課

平
成
18年
６
月
５
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

水
産
振
興
セ
ン
タ
ー

平
成
18年
６
月
12日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

産
業
技
術
総
合
研
究
セ

ン
タ
ー

平
成
18年

10月
５
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

福
祉
政
策
課

平
成
18年

10月
５
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

長
寿
社
会
課

平
成
18年

10月
５
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

障
害
福
祉
課

平
成
18年

10月
５
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

子
育
て
支
援
課

平
成
18年

10月
５
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

健
康
対
策
課

平
成
18年

10月
５
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

医
務
薬
事
課

平
成
18年
５
月
10日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

太
平
療
育
園

平
成
18 年
５
月
10日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

中
央
児
童
相
談
所
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に
つ
い
て
は
、
平
成
1
8
年
1
1
月
3
0
日
ま
で
に
一
部
納
付
を
含
め
、

1
,4
1
1
,9
6
4
円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
未
収
金
残
額
の
早
期
回
収
及
び
未
収
防
止
に
一
層
努

力
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

児
童
保
護
費
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
17年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
、
施
設
入
所
に
伴
う
負
担
金
に

係
る
未
収
金
1
3
,3
4
3
,7
0
0
円
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
8
年
1
1
月
末
現

在
、
一
部
納
付
を
含
め
、
7
3
8
,1
5
0
円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
未
収
金
残
額
の
早
期
回
収
及
び
未
然
防
止
に
一
層
努

力
い
た
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

児
童
保
護
費
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
1
7
年
度
か
ら
繰
越
調
定
し
た
未
収
金
1
0
,8
0
6
,9
6
0
円
に
つ

い
て
は
、
平
成
18年

10月
31日

ま
で
に
一
部
納
付
を
含
め
2
7
8
,3
0
0

円
を
回
収
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
未
収
金
の
早
期
回
収
及
び
未
納
防
止
に
一
層
努
力
い

た
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

多
量
の
在
庫
を
抱
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
以
上
の
切

手
を
購
入
し
て
い
る
の
で
、
今
後
は
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

今
後
は
払
出
状
況
や
在
庫
量
を
勘
案
し
つ
つ
、
適
切
な
執
行
管
理

に
努
め
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

行
政
代
執
行
費
用
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ

と
。

（
措
置
事
項
）

能
代
市
の
債
務
者
に
つ
い
て
は
、
破
産
宣
告
を
受
け
て
い
る
こ
と

か
ら
、
破
産
管
財
人
と
連
絡
を
密
に
し
な
が
ら
破
産
手
続
き
進
行
状

況
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

八
郎
潟
町
の
債
務
者
に
つ
い
て
は
、
登
記
さ
れ
て
い
る
本
店
所
在

地
に
法
人
の
実
態
が
無
く
、
調
査
に
よ
り
所
得
及
び
保
有
資
産
と
も

確
認
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
法
人
役
員
と
は
、
平
成
18年
２
月
以
降
連

絡
が
と
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
同
年
５
月
役
員
住
所
地
に
郵
送
し
た

督
促
状
は
受
取
人
不
在
の
た
め
送
戻
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
役
員

の
所
在
等
の
調
査
を
継
続
し
な
が
ら
、
あ
わ
せ
て
徴
収
停
止
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
、
地
方
自
治
法
、
秋
田
県
財
務
規
則
等
に
基
づ
く
適
切

な
債
権
管
理
の
も
と
、
未
収
金
の
回
収
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

農
業
改
良
資
金
貸
付
金
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る

こ
と
。

（
措
置
事
項
）

長
期
化
し
て
い
る
未
収
金
の
う
ち
、
農
業
振
興
対
策
資
金
と
農
業

改
良
資
金
の
一
名
に
つ
い
て
は
月
賦
払
い
で
着
実
に
分
割
償
還
を
続

け
て
お
り
、
今
後
も
継
続
さ
せ
て
ま
い
り
ま
す
。

農
業
改
良
資
金
の
他
の
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
本
人
及
び
連
帯
保

証
人
に
対
し
定
期
的
に
文
書
に
よ
る
督
促
を
行
う
と
と
も
に
、
長
期

化
し
て
い
る
債
務
者
に
つ
い
て
は
随
時
面
談
を
行
い
、
早
期
回
収
に

努
め
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

多
量
の
在
庫
を
抱
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
以
上
の
切

手
を
購
入
し
て
い
る
の
で
、
今
後
は
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

切
手
の
購
入
に
際
し
て
は
、
在
庫
量
を
随
時
確
認
し
な
が
ら
、
必

要
量
に
不
足
が
生
じ
た
場
合
に
適
量
を
購
入
す
る
よ
う
改
め
て
ま
い

り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

畜
産
経
営
自
立
化
促
進
資
金
貸
付
金
元
利
収
入
等
に
係
る
未
収
金

の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
に
つ
い
て
は
、
一
部
が
納
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
今
後

も
債
務
者
等
へ
の
督
促
を
行
う
と
と
も
に
、
分
割
納
付
等
で
収
入
の

確
保
を
図
り
な
が
ら
、
収
納
整
理
に
努
め
ま
す
。

ま
た
、
納
付
が
不
可
能
と
思
わ
れ
る
債
務
者
に
つ
い
て
は
、
相
手

方
と
交
渉
の
上
、
不
納
欠
損
等
の
措
置
を
講
じ
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

換
地
精
算
金
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
と
と
も

に
、
工
事
前
払
金
返
還
利
息
分
に
係
る
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
適
正

な
債
権
管
理
を
行
う
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

換
地
精
算
金
に
係
る
未
収
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
16件
で
5,796,472

円
で
あ
り
ま
し
た
が
、
平
成
1
8
年
1
0
月
末
現
在
、
３
件
で
5
8
9
,4
4
0

円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
う
ち
、
２
件
は
分
割
納
入
中
で
あ
り
、
残

り
１
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
農
地
（
田
）
を
差
し
押
さ
え
済
み
で
あ

り
ま
す
。

ま
た
、
工
事
請
負
契
約
解
除
に
よ
る
前
払
金
返
還
利
息
等
に
係
る

未
収
金
の
う
ち
、
１
件
に
つ
き
ま
し
て
は
破
産
終
結
の
決
定
が
な
さ

れ
、
配
当
額
が
確
定
し
た
の
で
、
そ
の
差
額
に
つ
い
て
徴
収
停
止
の

手
続
き
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
他
３
件
中
、
法
人
が
既
に
業
務
実
態

が
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
１
件
に
つ
き
徴
収
停
止
を
し
て
お
り
、
２

件
に
つ
き
ま
し
て
は
、引
き
続
き
収
納
整
理
に
努
め
て
お
り
ま
す
が
、

債
権
回
収
が
非
常
に
困
難
な
状
況
に
あ
り
、
徴
収
停
止
の
手
続
き
も

検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

生
産
物
売
払
収
入
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

債
務
者
の
藤
里
町
内
水
面
漁
業
生
産
組
合
は
、
依
然
と
し
て
休
業

状
態
で
あ
り
、
収
納
は
極
め
て
困
難
な
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
引
き

続
き
、町
及
び
関
係
者
か
ら
の
情
報
収
集
な
ど
に
努
め
る
と
と
も
に
、

今
後
と
も
、
組
合
長
に
対
す
る
督
促
や
組
合
役
員
に
対
し
訪
問
を
含

め
た
督
促
を
行
い
、
収
納
整
理
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

平
成
18年
７
月
10日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

北
児
童
相
談
所

平
成
18年
７
月
10日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

南
児
童
相
談
所

平
成
18年
９
月
４
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

児
童
会
館

平
成
18年

10月
６
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

環
境
整
備
課

平
成
18年

10 月
10 日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

流
通
経
済
課

平
成
18年

10月
10日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

水
田
総
合
利
用
課

平
成
18年

10月
10日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

農
畜
産
振
興
課

平
成
18年

10月
10日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

農
地
整
備
課

平
成
18年

10月
11日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

水
産
漁
港
課
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（
指
摘
事
項
）

林
業
改
善
資
金
貸
付
金
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ

と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
に
つ
い
て
、
本
庁
、
地
域
振
興
局
森
づ
く
り
推
進
課
、
森

林
組
合
、
県
森
連
が
連
携
し
、
文
書
並
び
に
戸
別
訪
問
に
よ
り
回
収

に
努
め
ま
す
。

ま
た
、
回
収
に
当
た
っ
て
は
、
元
金
の
回
収
を
優
先
し
、
一
括
返

済
が
困
難
な
滞
納
者
に
は
分
割
返
納
を
進
め
る
な
ど
収
納
整
理
に
努

め
ま
す
。

な
お
、
本
貸
付
は
保
証
人
を
立
て
て
お
り
ま
す
の
で
、
内
容
に
よ

っ
て
は
、
保
証
人
に
督
促
し
回
収
に
努
め
る
と
と
も
に
、
貸
付
決
定

に
際
し
て
は
地
域
振
興
局
森
づ
く
り
推
進
課
の
運
営
協
議
会
で
慎
重

審
査
し
、
新
規
未
納
の
発
生
防
止
に
努
め
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

秋
田
県
林
業
・
木
材
産
業
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
事
業
委
託
契
約
書
に

お
い
て
、
仕
様
書
が
作
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
地
盤
沈
下
調
査
に
係
る

業
務
委
託
内
容
が
十
分
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
今
後
は
適
切
な

処
理
に
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

業
務
委
託
内
容
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
仕
様
書
を
作
成
し
、
適
正

な
契
約
書
と
な
る
よ
う
改
善
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

木
製
ダ
ム
工
構
造
物
調
査
業
務
委
託
契
約
書
等
に
お
い
て
、
仕
様

書
が
作
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
業
務
委
託
内
容
が
十
分
に
規
定
さ
れ
て

な
い
の
で
、
今
後
は
適
切
な
処
理
に
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

業
務
委
託
内
容
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
仕
様
書
を
作
成
し
、
適
正

な
契
約
書
と
な
る
よ
う
改
善
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

中
小
企
業
設
備
導
入
助
成
資
金
貸
付
金
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に

一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

事
業
を
継
続
し
て
い
る
債
務
者
に
つ
い
て
は
、
経
営
状
況
や
資
金

繰
り
を
把
握
し
、
経
営
指
導
を
行
い
な
が
ら
償
還
を
促
し
、
回
収
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

破
綻
先
に
つ
い
て
は
、
定
期
分
割
償
還
や
資
産
の
任
意
売
却
を
指

導
す
る
と
と
も
に
、
連
帯
保
証
人
へ
の
弁
済
交
渉
を
行
い
、
回
収
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
債
務
者
、
連
帯
保
証
人
（
相
続
人
を
含
む
）
の
所
在
、

資
産
状
況
等
を
調
査
し
、
回
収
の
見
込
め
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

不
納
欠
損
処
分
に
向
け
た
事
務
処
理
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

工
業
団
地
開
発
事
業
特
別
会
計
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
努
め

る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

工
業
団
地
開
発
事
業
特
別
会
計
の
違
約
金
に
係
る
未
収
金
に
つ
い

て
は
、
当
該
企
業
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
継
続
的
に
調
査
し
、
収
納

に
努
め
て
き
ま
し
た
が
、
当
該
企
業
の
代
表
者
が
亡
く
な
っ
た
事
実

が
判
明
し
た
た
め
、
資
産
関
係
や
相
続
を
含
め
、
顧
問
弁
護
士
と
協

議
し
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

工
業
団
地
開
発
事
業
特
別
会
計
の
財
産
貸
付
収
入
に
係
る
未
収
金

に
つ
い
て
は
、
土
地
貸
付
料
の
回
収
が
図
ら
れ
る
よ
う
破
産
管
財
人

等
関
係
者
に
働
き
か
け
、
一
部
（
3
0
万
円
）
を
確
保
し
ま
し
た
が
、

残
金
に
つ
い
て
も
、
破
産
管
財
人
と
協
議
し
な
が
ら
、
そ
の
債
権
の

保
全
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

下
水
道
事
業
使
用
料
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
1
7
年
度
分
の
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
8
年
1
1
月
2
7
日

現
在
、
３
件
、
2
7
,3
5
2
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
も
引
き

続
き
書
面
及
び
訪
問
に
よ
る
督
促
を
行
い
、
早
期
の
回
収
に
努
め
ま

す
。

（
指
摘
事
項
）

工
事
前
払
金
返
還
金
遅
延
利
息
に
係
る
未
収
金
に
つ
い
て
、
適
正

な
債
権
管
理
を
行
う
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

工
事
前
払
金
返
還
金
遅
延
利
息
に
係
る
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
徴
収
が
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
12年

1
1
月
７
日
付
け
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
1
7
1
条
の
５
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
徴
収
停
止
の
措
置
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
後
の
状
況
を
注
視
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
状
況
に
変
化
が

な
い
た
め
現
在
も
徴
収
停
止
中
で
あ
り
、
今
後
と
も
適
正
な
債
権
管

理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

河
川
土
石
採
取
料
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
と
と
も

に
、
工
事
請
負
契
約
解
除
に
伴
う
違
約
金
に
係
る
未
収
金
に
つ
い
て

は
、
適
正
な
債
権
管
理
を
行
う
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

河
川
土
石
採
取
料
に
係
る
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
18年
６
月

30日
付
け
で
、
分
割
納
入
誓
約
書
を
作
成
し
、
毎
月
分
割
納
付
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後
も
回
収
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

契
約
解
除
に
伴
う
違
約
金
に
係
る
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

徴
収
が
不
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
18年
７
月

３
日
付
け
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
1
7
1
条
の
５
第
１
項
第
１
号

の
規
定
に
よ
る
徴
収
停
止
の
措
置
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
後
の
状
況
に
変
化
が
な
い
た
め
現
在
も
徴
収
停
止
中
で
あ

り
、
今
後
と
も
適
正
な
債
権
管
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

港
湾
施
設
内
に
お
け
る
油
送
施
設
撤
去
の
た
め
の
行
政
代
執
行
費

用
等
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

行
政
代
執
行
費
用
の
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
所
有
す
る

不
動
産
に
対
し
参
加
差
押
処
分
を
行
い
、
平
成
15年
１
月
６
日
付
け

で
登
記
し
て
お
り
、
今
後
も
債
権
保
全
手
続
を
継
続
し
て
ま
い
り
ま

す
。港
湾
施
設
用
地
使
用
料
の
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
18年
８
月

３
日
付
け
で
債
務
弁
済
契
約
公
正
証
書
を
作
成
し
、
毎
月
分
割
納
付

す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後
も
引
き
続
き
回
収
に
努
め
て
ま
い
り

平
成
18年

10月
11日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

秋
田
ス
ギ
振
興
課

平
成
18年

10月
11日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

森
林
整
備
課

平
成
18年

10月
12日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

商
工
業
振
興
課

平
成
18年

10月
12日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

商
工
業
振
興
課
誘
致
企

業
室

平
成
18年

10月
16日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

下
水
道
課

平
成
18年

10月
16日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

道
路
課

平
成
18年

10月
17日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

河
川
砂
防
課

平
成
18年

10 月
17 日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

港
湾
空
港
課
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ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
営
住
宅
使
用
料
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

未
収
金
に
つ
い
て
は
、
県
営
住
宅
滞
納
対
策
事
務
処
理
要
綱
に
基

づ
き
、
電
話
、
文
書
、
訪
問
等
に
よ
り
督
促
を
行
い
、
滞
納
者
本
人

は
も
と
よ
り
、
滞
納
期
間
が
長
期
に
わ
た
る
者
に
つ
い
て
は
、
連
帯

保
証
人
に
催
告
す
る
な
ど
、
早
期
に
滞
納
を
解
消
す
る
よ
う
に
努
め

て
き
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
法
的
措
置
を
進
め
、
未
収
金
回
収
の
た
め
、

よ
り
一
層
の
努
力
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

港
湾
施
設
用
地
使
用
料
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ

と
。

（
措
置
事
項
）

港
湾
施
設
用
地
使
用
料
の
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
18年
８
月

３
日
付
け
で
債
務
弁
済
契
約
公
正
証
書
を
作
成
し
、
毎
月
分
割
納
付

す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後
も
引
き
続
き
回
収
に
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

県
が
使
用
許
可
し
て
い
る
港
湾
施
設
用
地
に
つ
い
て
、
使
用
許
可

終
了
後
も
建
物
が
現
存
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
現
状
確
認
の

徹
底
等
、
適
正
な
財
産
管
理
を
図
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

港
湾
施
設
用
地
の
使
用
許
可
終
了
後
も
現
存
し
て
い
る
建
物
に
つ

い
て
は
、
当
該
建
物
所
有
者
に
対
し
港
湾
施
設
管
理
条
例
第
６
条
に

基
づ
く
撤
去
命
令
を
発
し
て
お
り
、
そ
の
履
行
を
求
め
て
ま
い
り
ま

す
。
今
後
と
も
適
正
な
財
産
管
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

下
水
道
事
業
使
用
料
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
1
7
年
度
分
の
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
8
年
1
1
月
2
7
日

現
在
、
３
件
、
2
7
,3
5
2
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
も
引
き
続

き
書
面
及
び
訪
問
に
よ
る
督
促
を
行
い
、早
期
の
回
収
に
努
め
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
を
し
た
駐
車
場
敷
地
に
つ
い
て
、

使
用
料
を
徴
収
し
て
い
な
い
の
で
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

当
該
行
政
財
産
目
的
外
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
手
続
き
を

講
じ
て
お
り
、今
後
と
も
適
切
な
事
務
処
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

土
地
貸
付
収
入
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

平
成
15年
度
の
未
収
金
１
件
1
7
8
,3
4
3
円
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
8

年
1
1
月
６
日
ま
で
に
1
6
6
,2
5
5
円
を
回
収
し
ま
し
た
。

平
成
1
6
年
度
の
未
収
金
２
件
1
8
8
,3
0
1
円
に
つ
い
て
は
、
１
件
分

5
,5
0
0
円
を
平
成
1
7
年
６
月
2
0
日
ま
で
に
回
収
し
ま
し
た

上
記
未
収
金
と
平
成
1
7
年
度
の
未
収
金
1
8
7
,3
7
1
円
に
つ
い
て

は
、
毎
月
臨
戸
に
よ
る
徴
収
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
全
額

納
入
さ
れ
る
よ
う
債
権
整
理
に
つ
い
て
さ
ら
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま

す
。

（
指
摘
事
項
）

恩
給
の
返
納
金
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
）

恩
給
過
年
度
返
納
金
に
係
る
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
が
住

民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
住
所
に
居
住
し
て
お
ら
ず
、
面
会
出
来
な

い
状
況
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

住
民
登
録
し
て
い
る
市
役
所
に
異
動
の
有
無
を
照
会
し
な
が
ら
、

文
書
や
訪
問
に
よ
る
督
促
を
継
続
し
て
回
収
に
一
層
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

小
・
中
学
校
職
員
旅
費
の
資
金
前
渡
金
の
精
算
行
為
が
遅
延
し
て

い
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
今
後
は
直
ち
に
処
理
す
る
こ
と
。

（
措
置
事
項
)

今
後
は
、
速
や
か
な
事
務
処
理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

福
利
課

平
成
18年

10月
18日

平
成
18年

10月
17日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

建
築
住
宅
課

平
成
18年
８
月
７
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

秋
田
港
湾
事
務
所

平
成
18年

５
月
16日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

北
部
流
域
下
水
道
事
務

所

平
成
18 年
６
月
５
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

大
館
能
代
空
港
管
理
事

務
所

平
成
18 年

10 月
19 日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

管
財
課

監
査
公
告
第
２
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
条
第
４
項
の
規
定
に
よ

る
監
査
を
執
行
し
、
そ
の
結
果
を
秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
に
報
告
し
た

と
こ
ろ
、
次
の
と
お
り
当
該
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て

報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
1
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

平
成
1
9
年
２
月
６
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
冨
　
樫
　
博
　
之

秋
田
県
監
査
委
員
　
杉
　
江
　
宗
　
■

秋
田
県
監
査
委
員
　
大
　
和
　
顯
　
治

秋
田
県
監
査
委
員
　
菊
　
地
　
康
　
男

財
─
─
─
─
─
─
2
1
8
6

平
成
1
8
年
1
2
月
1
1
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
様

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長

監
査
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
（
報
告
）

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
1
9
9
条
第
1
2
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
別
紙
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

別
紙

平
成
18年
９
月
４
日

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

南
教
育
事
務
所

監
査
公
告
第
３
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
条
第
４
項
の
規
定
に

よ
る
監
査
を
執
行
し
、
そ
の
結
果
を
秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
に
報
告
し

た
と
こ
ろ
、
次
の
と
お
り
当
該
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い

て
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
1
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

平
成
1
9
年
２
月
６
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
冨
　
樫
　
博
　
之

秋
田
県
監
査
委
員
　
杉
　
江
　
宗
　
■

秋
田
県
監
査
委
員
　
大
　
和
　
顯
　
治

秋
田
県
監
査
委
員
　
菊
　
地
　
康
　
男

秋
公
委
会
第
１
号

平
成
18年

12月
６
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
様

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長

監
査
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て

平
成
18年

1
1
月
1
0
日
付
け
監
委
－
5
8
3
で
報
告
の
あ
っ
た
み
だ
し
の
こ
と

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│



平成19年 2 月 6 日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

10

に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
1
9
9
条
第
1
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
紙
の
と

お
り
提
出
し
ま
す
。

別
紙

（
指
摘
事
項
）

交
通
事
故
損
害
賠
償
金
に
係
る
未
収
金
の
回
収
に
一
層
努
め
る
こ

と
。

（
措
置
事
項
）

交
通
事
故
損
害
賠
償
金
に
係
る
未
収
金
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
が

平
成
15年
２
月
に
病
死
し
た
た
め
、
そ
の
後
相
続
人
に
再
三
督
促
し

て
い
る
も
の
の
、
未
だ
収
納
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

今
後
と
も
引
き
続
き
、
督
促
及
び
訪
問
督
促
等
に
よ
り
全
額
収
納

す
べ
く
一
層
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

監
　
査

課
所
名

監
　
査

年
月
日

警
察
本
部

平
成
18年

10月
13日

古紙配合率100％
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